
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

  

 

 

 

 

 

 

 

第 87号 
R.4.6 

 社協では、生活にお困りの方を対象に、食糧等支援事業を実施します。食品や日用品等をセットに

したものを「福ふくセット」と名づけ、1世帯 1セット配布いたします。皆さまのご家庭で余ってい

る食品等がありましたらご寄付をお願いします。また、寄付された食品等の仕分け作業をしていただ

けるボランティアも下記のとおり募集いたします。「もったいないをありがとう」に変えられるよう善

意のご協力をお願いいたします。 

食糧等支援事業にご協力をお願いします 

 食品等の寄付募集  仕分けボランティア募集 

寄付 支援 

協 力 

ボランティア 

募集期間 7月 14日（木）～29日（金） 

支援者 
（企業・個人） 

社協 

支援を必要と 

している世帯 

◎食品は常温管理できるもので未開封、賞味期

間がなるべく 2 ヶ月以上残っているもの。（生

鮮食品は不可。破損などで中身が出てないもの） 

※（例）米、缶詰、レトルト食品など 

◎日用品 ※（例）洗剤、ティッシュなど 

 ご家庭に余っている食品や日用品等がありま

したらご提供ください。 

受付 

 

社協石下事務所（新石下 4365）又は 

水海道事務所（水海道天満町 2472） 

 

活動日：8月 18日（木）19日（金） 

時 間：10時～12時 

場 所：社協石下事務所（新石下 4365） 

内 容：食品・日用品を 1世帯ずつ袋詰め 

：各日 5名 

：7月 29日（金）まで 

 寄付された食品等の仕分け作業をしていただけ

る方を募集します。詳細はお問い合わせください。 

社協石下事務所（30-8789） 

 

申込 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ボランティア・市民活動センター（常総市社会福祉協議会内）

〒300-2792　常総市新石下4365　石下総合福祉センター内

ＴＥＬ ０２９７－30-8789　ＦＡＸ ０２９７－30-8790

メールアドレス   info@joso-shakyo.jp ホームページ　　　常総市ボランティア市民活動センター 検索

 ボランティア・市民活動センターでは、

令和４年度の登録更新手続きを行っていま

す。前年度登録していた団体（個人）も改め

て当年度の登録手続きが必要となります。 

 登録料金は不要です。ボランティア室や印

刷機を利用したい個人や団体の方、ボランテ

ィア保険に加入する方は、センターへの登録

が必須となっておりますので忘れずにお願

いいたします。 

      

常総市内に活動拠点があるボランティア団体、自治区、町内会、社協支部、地域住民グループ

などを対象に下記のとおり助成いたします。 助成金利用には、申請・報告手続きが必要にな

ります。 

 ①活動助成金・・・最大４８，０００円 （基本助成金＋経費に応じて） 

       ※活動報告（9月・3月）後に、参加人数や開催数などから助成額を計算し交付

額を決定します。 

       ②活動支援金 １０，０００円 

       ※新規申込サロンに限り、１回のみ交付します。 
 

・開催地域の住民誰もが参加できること 

       ・年６回以上実施していること 

       ・生きがいづくり、仲間づくり、介護予防や健康づくりなどをめざす活動 など 

 

熱中症予防5 か条 

 

登録更新のお願い 

忘れていませんか？ 熱中症に気を付けよう 

①暑いとき、無理な活動は事故のもと 

②急な暑さに要注意 

➂失われる水分と塩分を補給しましょう 

④薄着スタイルでさわやかに 

⑤体調不良は事故のもと 

      

ふれあい・いきいきサロン助成金 

助成金額 

活動対象 

対象要件、申請方法などの詳細は、社協石下事務所（℡ 30-8789）まで

お問い合わせください。 

 

申込み 

 暑い日が続いています。活動の際は熱中症

に気を付けましょう 

      



 


